
 導  ⼊  促  進  基  本  計  画 

 １     先  端  設  備  等  の  導  ⼊  の  促  進  の  ⽬  標 

 （１）  地  域  の  ⼈  ⼝  構  造、  産  業  構  造  及  び  中  ⼩  企  業  者  の  実  態  等 

    本  市  の  ⼈  ⼝  は  戦  後  の  経  済  成  ⻑  と  と  も  に  増  加  し  て  き  た  が、  昭  和  34  年  を  ピー  ク  に  減  少 

 に  転  じ、  近  年  で  は  そ  の  加  速  化  が  顕  著  に  なっ  て  お  り、  今  後  も  減  少  を  続  け  ば  令  和  12  年  に 

 は  7.5  万  ⼈  を  切  る  こ  と  が  予  測  さ  れ  る  な  ど、  少  ⼦  ⾼  齢  化  と  と  も  に  ⼈  ⼝  減  少  の  抑  制  は  喫  緊 

 の  課  題  と  なっ  て  い  る。 

 本  市  の  産  業  は、  船  舶  修  理  業  及  び  ガ  ラ  ス  製  造  業、  建  設  業  が  中  ⼼  と  なっ  て  お  り、  ま 

 た、  本  市  に  所  在  す  る  事  業  所  の  ⼤  部  分  は  中  ⼩  企  業  で  あ  り、  こ  れ  ら  地  元  中  ⼩  企  業  の  経  営 

 を  安  定  さ  せ、  ⼤  き  く  発  展  さ  せ  て  い  く  こ  と  が、  本  市  の  地  域  経  済  の  活  性  化  に  つ  な  がっ  て 

 い  く  も  の  と  考  え  て  い  る。 

 近  年、  エ  ネ  ル  ギー  価  格  を  は  じ  め  と  す  る  物  価  ⾼  騰  等  の  影  響  に  よ  る  収  益  悪  化  な  ど、  業 

 況  は  低  下  傾  向  に  あ  り、  中  ⼩  企  業  が  所  有  し  て  い  る  設  備  に  つ  い  て  は  ⽼  朽  化  が  進  ん  で  お 

 り、  ⽣  産  性  の  向  上  を  阻  害  し  て  い  る  状  況  で  あ  る。  さ  ら  に  は、  ⼈  ⼝  減  少  や  少  ⼦  ⾼  齢  化  に 

 伴  う  労  働  ⼈  ⼝  の  減  少  等  か  ら、  中  ⼩  企  業  に  お  い  て  は、  安  定  的  な  経  営  や  設  備  投  資  へ  の  対 

 応  の  遅  れ、  ⼈  材  不  ⾜  や  後  継  者  不  ⾜、  技  術  の  伝  承  等  に  取  り  組  め  な  い  な  ど  の  課  題  が  ⽣  じ 

 て  い  る  と  こ  ろ  で  あ  る。 

 こ  れ  ら  厳  し  い  事  業  環  境  を  乗  り  越  え  る  た  め、  ⽼  朽  化  が  進  む  設  備  を  ⽣  産  性  の  ⾼  い  先  端 

 設  備  等  へ  と  ⼀  新  さ  せ、  労  働  ⽣  産  性  を  向  上  さ  せ  る  こ  と  で、  こ  れ  ら  の  課  題  解  決  を  図  る。 

 （２）  ⽬  標 

    先  端  設  備  等  へ  の  投  資  を  通  じ  て  労  働  ⽣  産  性  の  向  上  を  図  り、  当  市  固  有  の  も  の  づ  く  り  技 

 術  の  伝  承  や  地  域  経  済  の  活  性  化  を  図  る  た  め、  先  端  設  備  等  導  ⼊  計  画  を  作  成  し、  本  市  の  認 

 定  を  受  け  た  中  ⼩  企  業  数  を  令  和  ８  年  度  末  に  お  い  て、  １  ０  件  を  ⽬  標  と  す  る。 

   

 （３）  労  働  ⽣  産  性  に  関  す  る  ⽬  標 

             先  端  設  備  等  導  ⼊  計  画  を  認  定  し  た  中  ⼩  企  業  者  の  労  働  ⽣  産  性  （中  ⼩  企  業  等  の  経  営  強  化 

 に  関  す  る  基  本  ⽅  針  に  定  め  る  も  の  を  い  う。）  が  年  率  ３  ％  以  上  向  上  す  る  こ  と  を  ⽬  標  と  す 

 る。 

 ２     先  端  設  備  等  の  種  類 

    本  市  の  産  業  は、  船  舶  修  理  業  及  び  ガ  ラ  ス  製  造  業  並  び  に  建  設  業  の  他、  卸  売  業、  ⼩  売 

 業、  宿  泊  業、  飲  ⾷  サー  ビ  ス  業  と  多  岐  に  渡っ  て  お  り、  そ  の  多  様  な  業  種  が  本  市  の  地  域  経 

 済、  雇  ⽤  を  ⽀  え  て  い  る  た  め、  こ  れ  ら  の  産  業  に  お  い  て  広  く  事  業  者  の  ⽣  産  性  向  上  を  実  現 

 す  る  必  要  が  あ  り、  多  様  な  産  業  の  多  様  な  設  備  投  資  を  ⽀  援  す  る  観  点  か  ら、  本  計  画  に  お  い 

 て  対  象  と  す  る  設  備  は、  労  働  ⽣  産  性  の  向  上  に  必  要  な  ⽣  産、  販  売  活  動  等  の  ⽤  に  直  接  供  さ 

 れ、  中  ⼩  企  業  等  経  営  強  化  法  施  ⾏  規  則  第  ７  条  第  １  項  に  定  め  る  先  端  設  備  等  の  要  件  を  満  た 

 す  も  の  と  す  る。 

 ３     先  端  設  備  等  の  導  ⼊  の  促  進  の  内  容  に  関  す  る  事  項 

 （１）  対  象  地  域 

    中  ⼩  企  業  者  （中  ⼩  企  業  等  経  営  強  化  法  第  ２  条  第  １  項  に  規  定  す  る  中  ⼩  企  業  者  を  い  う。 

 以  下  同  じ。)  に  よ  る  ⽣  産  性  向  上  に  資  す  る  取  り  組  み  を  ⽀  援  す  る  た  め、  市  内  全  域  に  お  い  て 

 実  施  さ  れ  る  先  端  設  備  等  の  導  ⼊  を  対  象  と  す  る。       



 （２）  対  象  業  種‧  事  業 

    中  ⼩  企  業  者  に  よ  る  幅  広  い  取  り  組  み  を  促  す  た  め、  中  ⼩  企  業  者  に  よ  る  先  端  設  備  等  の  導 

 ⼊  に  よ  り  実  施  す  る  対  象  業  種‧  事  業  に  つ  い  て  は、  特  に  指  定  し  な  い  も  の  と  す  る。 

 ４     計  画  期  間 

 （１）  導  ⼊  促  進  基  本  計  画  の  計  画  期  間 

    令  和  ７  年  ４  ⽉  １  ⽇  か  ら  令  和  ９  年  ３  ⽉  ３  １  ⽇  ま  で  と  す  る。 

      

 （２）  先  端  設  備  等  導  ⼊  計  画  の  計  画  期  間 

    ３  年  間、  ４  年  間、  ５  年  間  と  す  る 

 ５     先  端  設  備  等  の  導  ⼊  の  促  進  に  当  たっ  て  配  慮  す  べ  き  事  項 

       ①     雇  ⽤  の  安  定  に  配  慮  し、  ⼈  員  削  減  を  ⽬  的  と  し  た  先  端  設  備  等  導  ⼊  計  画  に  つ  い  て 

          は、  認  定  の  対  象  と  し  な  い。 

       ②     健  全  な  地  域  経  済  の  発  展  に  配  慮  し、  公  序  良  俗  に  反  す  る  取  り  組  み  や  反  社  会  的  勢 

          ⼒  と  の  関  係  が  認  め  ら  れ  る  先  端  設  備  等  導  ⼊  計  画  に  つ  い  て  は、  認  定  の  対  象  と  し  な 

          い。 

       ③     市  税  に  滞  納  の  あ  る  中  ⼩  企  業  者  の  先  端  設  備  等  導  ⼊  計  画  に  つ  い  て  は、  認  定  の  対 

          象  と  し  な  い。    


